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はじめに

　三井住友信託銀行の井戸と申します。
　「従業員のFINANCIAL WELL-BEING 向
上策と開示への取組み」と題して、弊社の取
組み事例や、私自身の経験なども交えながら
ご紹介させていただくことで、少しでも皆様
のご参考になればと思っています。
　少しだけ自己紹介させていただきますと、

資料記載のとおり、最初の20年は企業年金の
制度設計や資産運用業務に従事し、2008年か
らリテールビジネスに従事しております。リ
テールビジネスでは「コア＆サテライト運用
戦略」を標榜して、分配金売りや回転売買に
頼らない「ストック収益重視」への転換に取
り組み、その後は、積立投資、生命保険や損
害保険等も含めた資産形成層のお客様向けの
ビジネス推進を担当しました。
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　また、2019年に、当グループの役職員・
OBに福利厚生制度として団体保険などを提
供する「三井住友トラスト・ライフパートナ
ーズ株式会社」の社長を務めました。その間
には、三井住友信託銀行の人事部と一緒に、
社員向け商品・サービスの改善や研修・説明
会の充実に取り組みました。

1.　当グループの「パーパス」と「ウェ
ルビーイング経営」
〜社員と、お客さまや社会の「幸せ」

を創造する好循環〜

⑴　三井住友トラスト・ホールディングスに
ついて
　資料 1頁のとおり、三井住友トラスト・ホ
ールディングスは、信託銀行同士の統合で誕
生した、ユニークな金融グループです。
　資料 2頁の図表のとおり、弊社は、通常の
銀行業務に加えて、企業年金など信託関連ビ
ジネスに取り組んでいる点が特長です。右上
に、昭和から平成、平成から令和にかけて取
り巻く環境の変化を記載しており、社会にお
いては「標準家庭」から「ライフプラン多様
化」へ、企業経営の観点では「人件費＝コス
ト」から「人的資本経営」へ、従業員の意識
においては「会社任せ」から「自助」へ、と
いったものが大きな流れであると認識してい
ます。
　昭和の時代から、弊社では、企業年金・財
形などを通じて資産形成をサポートしており
ますが、平成になり、確定拠出年金（以下、
「DC」）や職場積立NISA などが登場し、令
和には、iDeCo や NISAの大幅な拡充がある
など、お取引先の従業員に対する資産形成サ
ポートの重要性が高まっていると認識してい

ます。

⑵　取り巻く環境の変化〜社会構造や産業構
造〜
　資料 3頁のとおり、昭和の時代は「経済的
な豊かさ」というシンプルな目標に向かって
社会・会社・社員が連動することで、右肩上
がりの経済成長を実現できましたが、価値観
の多様化が進み、社会や産業構造の変化・コ
ロナを経て、人々の生活様式までもが大きく
変化する「転換点」にあるのではないかと感
じています。こうした時代では、中段に記載
のとおり、「社会・会社・社員」の重なりの
部分が小さくなるような「遠心力」が働きが
ちです。当グループでは、そのような構造変
化も踏まえて「社会・会社・社員」を繋ぐ共
通価値として、パーパスを明確化しました。

⑶　パーパスを実現し、価値創造を加速する
「Well-being の好循環」
　資料 4頁に記載のとおり、当グループのパ
ーパスは、「信託の力で、新たな価値を創造し、
お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる」
というものですが、パーパスの実現には、社
員の「内発的動機付け」がとても大切で、こ
れを体現するカギが「Well-being」だと考え
ています。当グループでは、Well-being 実
現によって目指したい世界観を「社員と、お
客さまや社会の幸せを創造する好循環」と定
義しています。
　資料 5頁には、Well-being を起点とした
各種施策の取組み効果について、全社員を対
象とした意識調査を掲載しています。
　「社員エンゲージメント」である「活性度」
および会社への「満足度」は、三井住友信託
銀行発足以来、過去最高水準まで上昇してお
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り、まだまだ道半ばの部分もありますが、こ
れまで注力してきた施策の効果が社員の実感
となって浸透してきている結果と認識してい
ます。

2.　従業員の「FINANCIAL WELL-BEING」
向上策と開示への取組み
〜新しい NISA 制度も踏まえた三井住

友信託銀行の取組み事例を交えて〜

⑴　「FINANCIAL WELL-BEING」実現に向
けて
　資料 6頁に記載のとおり、Well-being の
５つの要素のうちの １つが、ファイナンシャ
ル・ウェルビーイングと捉えています。
　昨年 ６月に公表されたOECDのレポート
では、「職域、つまり企業の従業員に対する、
金融教育の重要性はますます高まっている」
と報告されています。これは諸外国の話で、
少し現実感が薄いとお感じの方もいらっしゃ
るかと思います。
　少し話がずれるかも知れませんが、日本の
「コロナのワクチン接種」は、当初、欧米の
周回遅れの状況であったところ、「職域」が
大きな役割を果たしました。そう考えると、
日本でも、金融教育で「職域」の重要性が高
まっているという話には納得感があり、社員
の資産形成支援が企業の社会的責任になって
きていると考えています。
　資料 7頁に記載のとおり、OECD は金融
リテラシーと金融経済教育をWell-being に
紐づけて定義しています。また、知識面だけ
でなく、応用面、そして「個人の金融行動」
までいって、初めて、「金融面の幸福」（つま
り、Financial Well-being）に繋がると捉え
ています。

　資料 8頁に弊社が目指すファイナンシャ
ル・ウェルビーイングを記載しています。「未
来に向けて自律的に行動できる状態」という
ことで、平たく言いますと、自分自身が自分
の人生の経営者として、「体や心の健康」と
同様に「お金のことも健全にマネージ」して
いけることだと考えています。
　こういった“想い”も込めて取組みのモッ
トーを、「人生も、お金も、健やかに。」とし
ていますが、このファイナンシャル・ウェル
ビーイングの「自律的に行動できる状態」と
いう要素は、「人的資本経営」が目指す「自
律型人材」にも繋がると考えています。
　この点については、「ファイナンシャル・
ウェルビーイング」の高い人には、どのよう
な特徴があるかのアンケート調査結果なども
交えながら、後ほど、ご説明させていただき
ます。

⑵　「投資教育ノウハウ」を「社員」＆「お客さ
ま・社会」へ
　先ほど当グループの特徴のお話をしました
が、当グループには、信託銀行として長年培
ってきた「年金・職域での投資教育ノウハウ」
があり、そこで培ったノウハウも活用して、
弊社「社員」や「お客様・社会」のファイナ
ンシャル・ウェルビーイング向上に注力して
います。

⑶　「社員」への価値提供（金融経済教育＆『資
産のミライ健康診断』）
　まず、「隗より始めよ」ということで、弊
社社員への取組みです。資料10頁に記載のと
おり、昨年 ７月には、財形やDC残高などを
含めて確認できるスマホアプリ（Smart Life 
Designer）を活用しながら、弊社の企業年金・
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退職金などを踏まえた将来収支の把握方法な
どを解説しました。なお、当該アプリはどな
たでもダウンロードしていただけます。また、
８月の研修では、持株会、DC、団体保険な
どの福利厚生制度の活用方法について丁寧に
解説しました。この研修は家族も一緒に聴講
できるようにするなど、対象者を広げる活動
にも注力しました。
　外部の方と話をすると、信託銀行の社員で
あれば「よく分かっているのでは」といった
声をいただくこともありますが、実際には、
アンケートの結果で、「ライフイベントの把
握に役立った」「意思決定に役立った」とい
った声が思った以上に多かったというのが実
感です。
　このような社員研修を継続してきている結
果、DC年金で「投資信託を選択している割
合」が社員全体で78％と、業界平均の58％よ
りも高く、昨年の新人（約400名）だけで見
ますと、この率が92％とさらに高くなってい
ます。
　また、 ８月の研修を家族も視聴できる形式
としたことで、「夫と一緒に視聴したら、こ
んなに社員や家族のことを考えてくれてい
て、いい会社だね、と言われました！」と弾
んだ表情で社員が私に報告してくれたことは
印象に残っています。
　資料11頁は新人研修資料の抜粋ですが、財
形・持株会・RS信託・団体保険・DC年金・
iDeCo・NISA と幅広く全体像を説明してい
ます。これらの制度について、以前は所管部
署の担当者や関係会社がバラバラに事務手続
きも含めて説明していました。制度の所管部
署は違っても「利用する社員の財布」は １つ
ですので、そのような説明方法では、結局、
どれをどうすればよいのか分からず、結果的

にほとんど取り組まないということになって
しまっていました。
　やはり、「全体像を踏まえたうえで、自分
の価値観・考えに応じて取り組める」という
ストーリーで説明することが求められる時代
になっているのだと考えています。
　私の世代が入社した頃の「昭和の時代」の
やり方、取り敢えず名前を書いてというのは
受け入れられないでしょうし、その一方で、
「平成の世代」ほど、会社のやることには斜
に構える、ということでもなく、ここ数年の
「令和の若い人」の場合は、説明を聞いて「な
るほど、これは自分にマッチしている」と思
えば素直に反応する、という印象を持ってい
ます。
　先ほど少しお話したスマホアプリに加え
て、「資産のミライ健康診断」というツール
もございます。資料12頁のとおり、当該ツー
ルは「家計把握力、金融知識、行動力」の ３
つの切り口で診断するツールです。ツールの
中には、「何のために働いているか」という
質問もあります。この質問は判定結果には影
響しないですが、内閣府の「国民生活に関す
る世論調査」の質問と同じ内容としています。
　資料13頁には内閣府の調査結果をご参考と
して掲載していますが、この20年ぐらいで「お
金を得るために働く」という回答が増加して
おり、特にこの10年ぐらいが顕著で、「働き
甲斐」という点では悪化している状況のよう
にも思えます。
　先ほどのデータは内閣府のものでしたが、
資料14頁は、「資産のミライ健康診断」のス
コアと「働き方」の関係について、弊社が実
施したアンケート調査から作成したもので
す。このグラフの通り、「金融リテラシー度」
が良好なほど「お金のために働く」という回
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答が減少していることが解ります。しかしな
がら、このグラフだけでは、金銭的に余裕が
ある人ほど、金融機関との接触も多く「金融
リテラシー度」が高くなりがちで、また、余
裕がある人は、そもそも「お金を得るために
働く」という回答が減るという解釈もできる
のではないかと考えましたが、
　資料15頁をご覧いただくと、グラフのとお
り、年収区分によらず、同様の傾向があるこ
とが解りました。「働き甲斐」を感じて欲し
いと考える企業側からすれば、同じ給与水準
であったとしても、従業員の「金融リテラシ
ー度」をアップさせることができれば、「働
き甲斐」を感じる従業員の割合の増加が見込
めるという面もあるのではと考えています。
　先ほど、「年収区分によらず」という話を
しましたが、資料16頁は、ギャラップ社によ
る「2023年 日本版Wellbeing Initiative - 第
2 四半期」報告の資料ですが、日本の「生活
評価指数（ウェルビーイング実感）」の最大
影響要因は、客観的な所得ではなく「所得に
対する主観的感情」であるという分析結果が
示されています。この結果からも、「金融経
済教育」の実施による「金融リテラシー度」
アップが、「ウェルビーイング実感」向上へ
の影響度が大きいことが解ります。

⑷　「社会」への価値提供（金融経済教育）
　次は、「お客さま、社会」への取組みです。
　まず、学校での取組みですが、2022年の学
習指導要領の改訂で、「金融」を含めた新た
な知識がカリキュラムに組み込まれたことか
ら、様々な学校から出張授業のサポート依頼
が入るようになりました。
　資料17頁には高校生の声を掲載しています
が、思った以上に前向きに受講してくれてい

る、というのが実感です。私立灘中・高等学
校での様子も掲載していますが、こういった
学校向けの授業を担当している社員側も、支
店の担当者であれば「出身校に恩返しでき
た」、「塾のアルバイト経験を活かせた」、「地
域の役に立っているという実感がある」とい
うように、社員のモチベーション向上に繋が
る活動になっており、本部としても、支店で
のこういった活動を積極的にサポートしてい
ます。

⑸　「企業（職域）」への価値提供（金融経済
教育＆実践）
　続いて企業（職域）での活動です。先ほど、
金融知識だけでなく、具体的な行動まで結び
つくことがファイナンシャル・ウェルビーイ
ングに繋がる、という話をしました。
　弊社が「DC投資教育」や「職域ビジネス」
で取り組んできた経験では、この「具体的な
行動に結びつける」というところが一筋縄で
はいかないと感じています。会社制度をせっ
かく準備していても、ほとんどの従業員が存
在すら意識していない、といった声をお伺い
することもあります。そうすると「制度内容
を周知するための説明会や資料配布」などに
注力することとなりますが、それでも「行動」
には結びつかない、ということも多いのが実
情かと思います。弊社では、従業員の皆さん
に「具体的な行動」を促すには、資料18頁の
「学ぶ―把握―相談―行動」という、少なく
とも「 ４つのプロセス」が必要であると考え
て取り組んでいます。金融知識を得る「学ぶ」
に加えて、 ２つ目は、自身の状況を「見える
化」する、つまり「把握」する仕組みで、先
ほど触れたスマホアプリや「資産のミライ健
康診断」というツールなども、これに当たる
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と考えています。そのうえで、いざ具体的に
検討してみようとすると、「お金」の問題は、
やはり個別性が強いので、疑問に答えてアド
バイスしてくれる「相談」の仕組みも必要で
す。さらに、利用し易い手続き・インフラを
備えた「会社制度の仕組み」で「行動」に結
びつける、というプロセスが必要であると考
えています。
　 ４つのプロセスというと、かなりハードル
が高いように思えます。ただ、例えば、 １つ
目の「学ぶ」では、一昔前は「会社研修で投
資の話なんてできない」という声が少なくあ
りませんでしたが、「つみたて NISA」の浸
透なども背景に関心は高まっており、会社側
からだけでなく、最近では労働組合から資産
形成セミナーの依頼をいただくケースも出て
くるなど、現役世代の皆さんの投資に対する
マインドが変化してきていると感じていま
す。
　「人的資本経営」で、人への投資を重視す
る流れの中で、従業員のファイナンシャル・
ウェルビーイング向上への取組みは、「有価
証券報告書や統合報告書での開示対象」の １
つとして、あくまで任意開示の項目ではあり
ますが、ますます注目度がアップしていくと
考えています。どのような取組みが「従業員
のファイナンシャル・ウェルビーイング向上」
に資するのかということは各社の状況に応じ
て整理していくことかと思いますが、例えば、
資料19頁に記載のとおり、先ほどお話したよ
うな「 ４つのプロセス」について、優先順位
を付けながら、順次、充実させていって、そ
の状況を定量的なデータなども交えて開示し
ていくというような手順もあるのではないか
と考えています。
　当グループでは、「有価証券報告書」や「統

合報告書」などを活用して、「社員のファイ
ナンシャル・ウェルビーイング向上への取組
み」について開示していますので、その点に
ついて説明いたします。

⑹　「有価証券報告書」と「統合報告書」の
開示例
　2023年 3 月期の有価証券報告書の中の「サ
ステナビリティに関する考え方及び取組み」
に関わる戦略の １つとして、「人的資本にか
かる戦略」を当グループでは掲載しています。
その戦略の中で、資料20頁のとおり、「エン
ゲージメントの強化」の １項目として「Well-
being の推進」があり、「価値創造の担い手
である社員自身のファイナンシャル・ウェル
ビーイング実現に向けた取組み」という形で
記載いたしました。
　資料21頁に記載のとおり、統合報告書では、
「社員のFINANCIAL WELL-BEING に向け
て」と題して、より詳しく開示しています。「学
ぶ」に該当する社員向け「金融経済教育」の
実施と、「行動」した結果である「積立制度
の活用状況」を左側に記載しており、「会社
と社員のベクトル共有」に資する「株式イン
センティブプラン」の拡充と利用状況、さら
に、少しでも臨場感を持ってお伝えできるよ
うにと、具体的な「社員の声」を右側に記載
しています。まだまだ、緒に就いたばかりで、
改善・改良を続けていく必要があると認識し
ていますが、まずは、この辺りから開始して
います。

⑺　「FINANCIAL WELL-BEING」向上への
取組みとその意義
　ご紹介をさせていただいたとおり、弊社で
は、社員の「ファイナンシャル・ウェルビー
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イング向上」に注力してきていますが、その
意義・ポイントを ３つ、確認の意味も込めて、
ご説明いたします。
　まず、資料23頁に記載のとおり、「心身の
健康」がウェルビーイングを高める重要な要
素であり、どの企業も健康診断やストレスチ
ェックなどに取り組んでいるかと思います
が、この「心身の健康」と同様に、「お金の
健康」（ファイナンシャル・ウェルビーイング）
も重要であると考えています。
　そのうえで、 １つ目として、会社は「従業
員エンゲージメント」を高めるために、様々
な施策や福利厚生制度の充実を図っています
が、時短勤務や在宅勤務など働き方が多様化
する中、物理的な施設や参加型イベントでは、
利用が一部の従業員に偏りがちになり、従来
以上に、公平性の考慮が重要になります。そ
の点、「お金のこと」は、どのような立場の
従業員であっても関心が高く、また、家族も
含めて対象にできるテーマだと考えています。
　 ２つ目として、弊社の研修では、財形・持
株会・DC・DB・団体保険など、会社が準備
している制度の全体像を説明しているという
話をしましたが、これらの中には、比較的新
しいものも、昭和の時代からあるものも混在
しています。弊社の場合は、ここ数年で、従
業員のファイナンシャル・ウェルビーイング
という文脈で、これら制度全体を再整理して
きています。このように、今日的な意味合い
で、既存制度を再定義することで、「余り見
向きもされていなかった制度が、重要なパー
ツの １つになる」という面もあると考えてい
ます。ベースアップなどの「直接的な処遇改
善」に加えて、既に会社に存在している諸制
度に「新たな意味合い」を持たせて発信する
ということは、どの企業でも検討に値する施

策の １つではないかと考えています。また、
会社の“想い”を伝える機会という点では「処
遇体系」などについても、考え方や水準など、
これまで以上に踏み込んで説明していくこと
も重要だと考えています。
　 ３つ目としては、やはり「ファイナンシャ
ル・ウェルビーイング向上」には、自律型人
材の育成に資する面もあるのではないかと考
えています。年収区分によらず「金融リテラ
シー度」が高いほど「働き甲斐」を感じる傾
向があるという話をいたしましたが、この後、
「働き方」以外についても、事例をいくつか
ご紹介します。
　本日は、金融機関の方々も多く参加されて
いると伺っていますが、金融機関の職員の
「ファイナンシャル・ウェルビーイング向上」
は、本業にも直結することもあると考えてい
ます。

⑻　＜ご参考＞資産のミライ研究所のレポー
ト「令和の“金融リテラシー事情”」
　資料24頁は、「金融リテラシー度」と「住
まいの選択」のクロス分析ですが、「金融リ
テラシー度」が高いほど、住まいの選択は「持
ち家」の割合が高くなる傾向がありました。
　資料25頁は、「持ち家」の中で、住宅ロー
ンを借りている人について、「金融リテラシ
ー度」と「返済割合の把握状況」のクロス分
析ですが、「金融リテラシー度」が高いほど、
自分が組んだ住宅ローンの返済内容を正確に
把握している傾向がありました。
　資料26頁は、「資産形成額」と「金融リテ
ラシー度」のクロス分析ですが、「金融リテ
ラシー度」が高いほど、年収区分に関係なく、
年間の資産形成額が多い傾向にありました。
　これら ３つの特徴を合わせて考えると、た



従業員の FINANCIAL WELL-BEING 向上策と開示への取組み―　　―226 信託297号 2024.2

だ賃貸に住み続けるというよりも、あるいは、
「月次」の遣り繰りだけに追われるというよ
りも、「住まい」にしても「資産形成」にし
ても、「金融リテラシー度」の高い人は、自
らが状況を把握して「自律的に意思決定して
実行している」という傾向があるように思え
ますので、やはり「自律型人材」の育成に繋
がる面があるのではないかと考えています。
　これらの結果を、金融機関の本業との関係
で考えてみると、本業を通じて、お客様の「金
融リテラシー度向上」、「ファイナンシャル・
ウェルビーイング向上」にも貢献していけば、
自ずと「住宅取得」や「資産形成」が促進さ
れるということになるかと思います。

⑼　資産形成に関する税制優遇制度の活用状
況
　最後に新しいNISA制度に触れさせていた
だきますが、その前に、皆様が利用する税制
優遇のある制度として、DCと NISA の現状
を確認してみます。資料27頁のグラフのとお
り、どの世代も、まだ、 ７割以上がどちらも
利用していないというのが実情です。
　そんな中でも既にどちらかの制度を利用し
ている方の状況は、感度の高い皆様というこ
とで参考になるかと思いますが、50歳未満
で見ると、約 ３割がNISAと DCの両方を活
用していること、また、若い世代になるほ
どNISA 制度の利用が多いことが解ります。
DC制度には「掛金が損金算入できて税制優
遇が大きいけれど、60歳まで引き出せない」
という特徴があります。若い世代にとっては、

NISA制度の方が使い勝手がよい面があると
いうことかと思えます。

⑽　新しい NISA 制度について
　資料29頁は、新しいNISA 制度の概要で、
内容は割愛いたしますが、先ほど確認したよ
うに、DCと NISA 制度は、どちらが「いい
悪い」ということではなく、それぞれの特徴
を踏まえて両方を上手に活用していくことが
重要であると考えています。
　何れにしましても、来年からは大幅に拡充
された「新NISA制度」となることから、職
場を通じて従業員の皆さんに「金融経済教育」
を実施していく際には、DC制度だけでなく、
NISA制度も含めた「全体像」を織り込んで
いくことが、益々、重要になるのではないか
と考えています。
　最後に、本日、いくつか「資産のミライ研
究所」のアンケート結果を引用いたしました
が、HP上にはご紹介したもの以外にも、さ
まざまなレポート・コラムなどがありますの
で、ご参考までに資料30頁に ２次元コードを
掲載しております。
　以上、弊社の取組みについて、お話させて
いただきました。
　ご清聴ありがとうございました。

　本稿は、令和 5年10月 4 日に開催された
信託オープンセミナーにおける三井住友信
託銀行株式会社上席理事　井戸照喜氏の講
演内容をとりまとめたものです。

（いど・てるき）
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